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＜会   議＞ 

経済財政諮問会議 

◇「経済財政運営と改革の基本方針 2025」を閣議決定（2025.6.13） 

政府は、6月 13 日に「経済財政運営と改革の基本方針 2025～『今日より明日はよくなる』と実感でき

る社会へ～」を閣議決定した。 

「減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要という基本的考え方の下、既に講じた減税政策に加え

て、これから実現する賃上げによって更に手取りが増えるようにする。そのために、経済全体のパイを拡

大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させ、現在及び将来の賃金・所得が継続的に増加

する「賃上げを起点とした成長型経済」を実現することを目指す」としている。

介護・保育・福祉等の処遇改善については、「地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、

大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワーカー（デジタル

技術等も活用して、現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー）の育成に取り組むほか、 医療・

介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の引上げを

始めとする処遇改善を進める」とした。

【経済財政運営と改革の基本方針 2025 抜粋】 

第１章 マクロ経済運営の基本的考え方 

２．当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現 

・最低賃金を着実に引き上げ、2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標に向かってたゆまぬ努力

を続ける。 

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 

１．物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 ～賃上げ支援の政策総動員～ 

（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行 

地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期大学、高等専門学校 及び専

門学校においてアドバンスト・エッセンシャルワーカー（デジタル技術等も活用して、現在よりも高い賃金を

得るエッセンシャルワーカー）の育成に取り組むほか、 医療・介護・保育・福祉等の人材確保に向けて、

保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公 定価格の引上げを始めとする処遇改善を進める。 

（２）三位一体の労働市場改革及び中堅・中小企業による賃上げの後押し 

（個別業種における賃上げに向けた取組） 

医療・介護・障害福祉の処遇改善について、過去の報酬改定等における取組の効果を把握・検証

し、2025 年末までに結論が得られるよう検討する。 

２．地方創生２.０の推進及び地域における社会課題への対応 

（１）地方創生２.０の推進 ～令和の日本列島改造～ 

①安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 

若者や女性にも選ばれる地方の実現に向け、東京圏から地方への若者の流れを倍増させることを

目指す。このため、地域の働き方・職場改革を起点とした社会変革や地域に愛着 を持ち地域で活躍

する人材の育成を行い、地方の魅力を高め、地方への転入希望を増やす環境整備を進める。安心し
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て暮らせる地方の実現に向け、買物環境の維持・向上の取組が行われている市町村 10 割、医療・介

護サービスの維持・確保の取組が行われている地方公共団体 10 割、「交通空白」地区において解消

の取組が行われている市町村 10割を目指す。 

４. 国民の安心・安全の確保 

（７）「誰一人取り残されない社会」の実現 

（就職氷河期世代等への支援） 

「就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議」で決定した基本的な枠組みに基づき、 リ・スキリ

ング支援の充実等の「就労・処遇改善に向けた支援」、居場所づくり等の「社会参加に向けた段階的支

援」及び家計改善・資産形成の支援等の「高齢期を見据えた支援」 の３本柱に沿って、従前からの取

組を強化する。  

今後、詳細な実態や施策ニーズに関する調査を行うとともに、「就職氷河期世代支援の推進に向け

た全国プラットフォーム」での検討を経て、2025 年度内を目途に、ＫＰＩを含む新たな就職氷河期世代

等支援プログラムをとりまとめ、その当事者、家族、支援関係者等への広報を強化する。 

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針 

（１）全世代型社会保障の構築 

・医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり

図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある。このため、 これまでの歳出改革を

通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、

2025 年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の 物価上昇による影響等について、経

営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。 

・介護・障害福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り組むと

ともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、2025 年末までに結論が得られるよう検討す

る。また、事業者の経営形態やサービス内容に応じた効果的な対応を検討する。 

４．物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し 

同時に、本基本方針第２章及び第３章に記載している、  

・公定価格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げ 

・働き手の賃上げ原資を確保できる官公需における価格転嫁の徹底 

を省庁横断的に推進する。 

主な概要は以下のとおり。 

（当面のリスクへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現） 

 米国に対して関税措置の見直しを強く求めつつ、日米が共に成長するための協力関係を力強く推し

進めるため、粘り強く協議を続ける。 

 関税措置による国内産業・経済への影響を想定し、資金繰り対策など、必要な支援を行うだけでな

く、あらゆる事態を想定して万全の措置を講ずる。 

 足元の物価高については、家計や事業活動に与える影響に細心の注意を払いつつ、令和６年度補

正予算や令和７年度予算に盛り込んだ施策に加え、あらゆる政策を総動員。 

 減税政策よりも賃上げ政策こそが成長戦略の要という基本的考え方の下、既に講じた減税政策に
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加えて、これから実現する賃上げによって更に手取りが増えるようにする。そのために、経済全体の

パイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させ、現在及び将来の賃金・所得が継

続的に増加する「賃上げを起点とした成長型経済」を実現。 

（不確実性が高まる国際情勢への備え） 

 地政学リスクの高まり、保護主義や権威主義国の台頭、米中対立など、国際秩序は変化しつつある

中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向け、政策努力を重ねると同時に、

新たな国際秩序・ルール作りにも対応・参画。
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（人口減少下における持続可能な経済社会の構築） 

 経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するため、生産年齢人口の減少が本格化する中にあっ

ても、中長期的に実質１％を安定的に上回る成長を確保。その上で、それよりも更に高い成長の実

現を目指す。こうした経済において、２％の物価安定目標を実現する下で、2040 年頃に名目ＧＤＰ

1,000 兆円程度の経済が視野に入る。 

 「経済・財政新生計画」に基づき、経済あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点

を置いた政策運営を行うとともに、歳出・歳入両面の改革を継続。 

（人中心の国づくり） 

人材希少社会において、国民の不安を取り除き、公教育の充実、自己実現を可能とする環境の整

備、地方創生等により、人中心の国づくりを進め、人財尊重社会を築く。 

 国民一人一人にとって、Well-being（幸福度）の高い、豊かさ、安心・安全、自由、自分らしさを実感
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できる活力ある経済社会を構築。 

＜第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現＞ 

１．「経済・財政新生計画」の推進 

 経済あっての財政との考え方の下、財政健全化目標によって、米国の関税措置への対応や物価高

への的確な対応も含め、状況に応じたマクロ経済政策の選択肢が歪められてはならない。金利が上

昇する局面において、大災害や有事に十分に対応する財政余力を確保し、将来の経済・財政・社

会保障の持続可能性を確保していく。 

 2025 年度から 2026 年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す。

ただし、米国の関税措置の影響は不透明であり、その経済財政への影響の検証を行い、的確に対

応すべきであり、必要に応じ、目標年度の再確認を行う。その上で、「経済・財政新生計画」の期間

を通じて、ＰＢの一定の黒字幅を確保しつつ、債務残高対ＧＤＰ比を、まずはコロナ禍前の水準に向

けて安定的に引き下げることを目指し、経済再生と財政健全化を両立させる歩みを更に前進させ

る。 

 2027 年度までの間、歳出改革努力を継続しつつ、日本経済が新たなステージに移行しつつあるこ

とが明確になる中で、経済・物価動向等を踏まえ、各年度の予算編成において適切に反映する。 

 ＰＢの黒字化を達成した後、黒字幅が一定水準を超えた場合には、経済成長等に資するような政策

の拡充を通じて経済社会に還元することをあらかじめルール化することについても、検討に着手。 

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針 
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＜第４章 当面の経済財政運営と令和８年度予算編成に向けた考え方＞ 

◇米国の関税措置への対応や当面の物価高への対応を始め、経済財政運営に万全を期す。令和６

年度補正予算並びに令和７年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。 

◇令和８年度予算は、本方針及び骨太方針 2024 に基づき、中期的な経済財政の枠組みに沿った

編成を行う。

◇第 8回（2025.6.13） 

6 月 13 日、総理大臣官邸で令和 7年第 8回経済財政諮問会議が第 36回新しい資本主義実現会

議と合同で開催され、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」及び「経済

財政運営と改革の基本方針 2025」が取りまとめられた。

◇第 7回（2025.6.6） 

6 月 6日、総理大臣官邸で令和 7年第 7回経済財政諮問会議が開催され、経済財政運営と改革の

基本方針（骨太方針）に向けて協議が行われた。

会議では、経済財政運営と改革の基本方針 2025（原案）が示された。

「マクロ経済運営の基本的考え方」において、「１．日本経済を取り巻く環境と目指す道」「２．当面のリス

クへの対応及び賃上げを起点とした成長型経済の実現」「３．人口減少下における持続可能な経済社

会の構築」「４．人中心の国づくり」「５．不確実性が高まる国際情勢への備え」について整理している。

また、「防災・減災・国土強靭化の推進」において、「地域における防災力の強化のため、改正災対法も

踏まえ、災害ケースマネジメント、ボランティアへの参加促進を含む民間団体・企業との連携による被災

者支援の担い手確保、被災者援護協力団体制度等による被災者支援活動の環境整備、災害中間支

援組織の設置・機能強化、要配慮者避難対策を推進するとともに、気象防災アドバイザーや地域防災

マネージャーの活用促進によるタイムライン防災、地域の活性化や地方創生に資する防災拠点形成、

省庁間や地方公共団体との連携による先進的・横断的な事前防災の取組への支援、防災教育、消防
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団を含む消防防災力の充実強化に取り組む。」としている。

「全世代型社会保障の構築」においては、「医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営

の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要があ

る。このため、これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始め

とした必要な対応策について、2025 年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇

による影響等を踏まえながら、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながる

よう、的確な対応を行う。」とし、「介護・障害福祉分野の職員の処遇改善や業務負担軽減等の実現に

取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、2025 年末までに結論が得られるよう

検討する。」としている。

「少子化対策及びこども・若者政策の推進」については、「『こども未来戦略』、『こども大綱』、『こどもまん

なか実行計画 2025』に基づき、『こどもまんなか社会』を実現し、その結果として、少子化の流れを変

え、社会経済の持続可能性を高めていく」としている。

◇第 6回（2025.5.26） 

5 月 26 日、総理大臣官邸で令和 7年第 6回経済財政諮問会議が開催され、「少子化、社会保障、

教育の重要課題」「マクロ経済運営（金融政策、物価等に関する集中審議）」「経済財政運営と改革の

基本方針（骨子案）」について協議が行われた。

「少子化、社会保障、教育の重要課題」では、骨太方針における「社会保障」「文教・科学技術」「社会

資本整備」「地方行財政改革」などの主要分野について、政策内容のチェックおよび KGl、KPl を設定

し、進捗管理・点検・評価を実施するため「経済・財政新生計画 進捗管理・点検・評価表 2025」を決

定した。

社会保障についての概要は以下のとおり。
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石破総理大臣からは「（少子化・社会保障・教育の重要課題について）本日の議論を踏まえ、関係省庁

で議論を進め、これらの改革を本年の骨太方針に位置づけ、着実に推進する。併せて、今回決定した

経済・財政新生計画の「進捗管理・点検・評価表 2025」に基づき、データに基づくワイズスペンディング

を徹底しつつ、スピード感を持って改革を進めていく」とし、「『骨太方針 2025』では、経済全体のパイを

拡大する中で、力強い賃上げモメンタムを定着させ、全ての世代の現在及び将来の賃金・所得が継続

的に増加する『賃上げを起点とした成長型経済』の実現に向けた取組の方向性を明らかにしていく」と発

言した。

◇第 5回（2025.4.21） 

4 月 21 日、総理大臣官邸で令和 7年第 5回経済財政諮問会議が開催され、「グローバル対応」「地

方創生 2.0 及び持続可能な地方行財政の重要課題」について協議が行われた。

石破総理大臣からは、「引き続き米国に対し一連の関税措置の見直しを強く求めるとともに、資金繰り支

援など必要な支援に万全を期していく」

「外的ショックに強靱な経済構造の構築に向け、国内投資の拡大、サプライチェーンの強靱化のほ

か、特区の活用・見直しを含め対内直接投資を促進していく」 

「地方創生 2.0 の基本構想の取りまとめや、防災・減災、国土強靱化、持続可能な地方行財政に向け

た取組を進め、『楽しい日本』、『楽しいふるさと』を創っていく、その際、地方においてもエビデンスに基づ

く政策立案を進め、高い効果を生み出していく」との発言があった。

◇第 4回（2025.4.10） 

4 月 10 日、総理大臣官邸で第４回経済財政諮問会議が開催され、「米国の関税措置に対する経済

財政運営」「経済再生と財政健全化の両立に向けて」について協議が行われた。

民間議員が提出した資料では、「社会保障の持続性確保と機能の向上には全世代型社会保障の構築

が不可欠」とし、「ＤＸの推進を含めた効率化を進めつつ、公的価格の対応を含め、国民が安心できるサ

ービス提供体制の確保やエッセンシャルワーカーの賃上げと、保険料負担の上昇抑制による国民の可
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処分所得向上とを両立させるメリハリある対応を実施する」ことを提言した。

また、「骨太方針 2024 に基づき、経済・物価動向等に配慮しながら、これまでの歳出改革努力を継

続」すべきとした。

新しい資本主義実現会議 

◇「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」閣議決定（2025.6.13） 

政府は、6月 13 日に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」を閣議決定

した。

「2029 年度までの 5年間で、物価上昇を年１％程度上回る賃金上昇を賃上げのノルム（社会通念）と

して定着させる」とし、「「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の実行を通じた中小企

業・小規模事業者の経営変革の後押しと賃上げ環境の整備等に、官民が連携して取り組む」としてい

る。

「我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者の経営変革の後押しと賃上げ環境の整備を通

じ、物価上昇に負けない賃上げを早急に実現・定着させるため、2029 年度までの５年間で集中的に取

り組む政策対応を「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の施策パッケージとして示

し、政策資源を総動員してこれを実行するとし、福祉分野については、「中小企業・小規模事業者の賃

金向上推進５か年計画」において、「公定価格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げに取り組む」として

いる。 

また、人手不足が深刻であるといった１２業種については、業種別の「省力化投資促進プラン」（業種ご

とに、政府が目指す生産性向上目標、目標の実現に資する省力化事例、省力化促進策等をリストアッ

プ）に基づき、官民で省力化投資を推進する」としている。

【新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版 抜粋】 

Ⅰ．賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現 

２．デフレ時代に固定化されたあらゆる制度の見直し 

「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の中において、①働き手の賃上げ原資を

確保するための官公需における価格転嫁の徹底、②公定価格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げ

に取り組むとともに、政府自身が物価上昇を上回る賃金上昇の実現に向けて率先垂範すべく、③全省

庁における予算・税制・公的制度の閾値（基準値）の総点検と見直しを進めることにより、官側の制度が

デフレ時代から長年にわたり変更されずに固定化されていないか、それが成長型経済の実現を阻害す

ることになっていないか、あらゆる角度から総点検し、デフレ時代に固定化されたあらゆる官側の制度の

抜本見直しによる我が国のインフレへの対応力の強化を進める。 

Ⅱ．中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の推進 

～地域で活躍する人材の育成と処遇改善～ 

アドバンスト・エッセンシャルワーカー（デジタル技術等も活用して現在よりも高い賃金を得るエッセン

シャルワーカー）の育成や、ＡＩ等の技術トレンドを踏まえた幅広い労働者のリ・スキリング、医療・介護・

保育・福祉等の現場での公定価格の引上げに取り組むことを通じ、全国津々浦々のそれぞれの地域

で、労働者個人が、自らの意思に基づき、活躍できる環境を整備する。 

２．サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 

（１）業種別の「省力化投資促進プラン」 の実行 
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サービス業を中心に、最低賃金引上げの影響を大きく受ける、人手不足がとりわけ深刻と考えられ

る 12 業種（飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業（理美容業、クリーニング業、冠婚葬祭

業）、その他サービス業（自動車整備業・ビルメンテナンス業）、運輸業、建設業、医療、介護・福祉、

保育、製造業、農林水産業）については、その生産性を向上させる必要性が一層高いことに鑑み、各

業所管省庁において、官民での取組の目標と具体策を「省力化投資促進プラン」として公表する。

◇第 35回（2025.6.6） 

6 月 6日、内閣官房は第 35回新しい資本主義実現会議を開催し、新しい資本主義のグランドデザイ

ン及び実行計画 2025 年改訂版案を取りまとめた。

改訂版では、「賃上げこそが成長戦略の要」とし、2029 年度までの 5年間で、実質賃金で年 1パーセ

ント程度の上昇を賃上げの新たな水準の社会通念「ノルム」として我が国に定着させ、「賃上げと投資が

けん引する成長型経済」を実現する、としている。

特に我が国の雇用の 7割を占める中小企業・小規模事業者について、『賃金向上推進 5か年計画』に

基づき、5年間で 60兆円の生産性向上投資を官民で実現する、としている。

福祉分野については、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画」の中において「公定価

格（医療・介護・保育・福祉等）の引上げに取り組む」ことが示されている。

また、「介護・福祉」「保育」分野を含む「人手不足がとりわけ深刻と考えられる 12 業種」について、各業

所管省庁において、官民での取組の目標と具体策を「省力化投資促進プラン」として公表する、としてい

る。（内容は第 34回（2025.5.14）記事参照）

また、「多様なサービス提供と経営の持続可能性」において、「地域医療連携推進法人・社会福祉連携

推進法人の積極的な周知・活用・好事例の紹介、福祉医療機構による優遇融資の大幅な拡充による

経営支援、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の実施、各都道府県

の事業承継・引継ぎセンター、地域金融機関との連携等による売り手・買い手の円滑なマッチング支援

等を進める。」としている。

また、「全省庁における予算・税制に係る公的制度の基準額・閾値の総点検と見直し」において、「長き

にわたり見直されていない以下の制度については、速やかに見直しを行う。」とされ、下記事項が示され

ている。

○生活困窮者自立支援制度のうち、子どもの学習・生活支援事業に係る国庫補助基準額が制度創設

以来約 10年間継続的に横ばいであり、同事業の委託先である社会福祉協議会の人件費や、提供

する事業規模の抑制を招いている。

◇第 34回（2025.5.14） 

5 月 14 日、内閣官房は第 34回新しい資本主義実現会議を開催し、「中小企業・小規模事業者の賃

金向上推進 5か年計画」の施策パッケージ案等について議論が行われた。

協議をふまえ、石破総理大臣は「『賃金向上推進 5か年計画』を取りまとめ、我が国の雇用の 7割を占

める中小企業・小規模事業者の経営変革の後押しと賃上げ環境の整備に政策資源を総動員する」と

し、「医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げについては、これまでの対応では現場で働

く職員の十分な賃上げにつながっていないとの指摘がある。これまでの歳出改革を通じた保険料負担の

抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策について、今年の春季労使交渉にお

ける力強い賃上げの実現や、昨今の物価上昇による影響等を踏まえながら、経営の安定や現場で働く

幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう的確な対応を行う」と発言した。 

2029 年度までの「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進 5か年計画」の施策パッケージ案では、

人手不足がとりわけ深刻と考えられる 12 業種について「省力化投資促進プラン」が示されている。 

「省力化投資促進プラン」抜粋 

⑩介護・福祉 
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ⅰ）目標 

労働生産性の向上の取組により、介護分野では、老人保健施設、介護老人福祉施設、特定

施設入居者生活介護指定施設で、2029 年までに 8.1％、2040 年までに 33.2％の業務効率

化（人員配置の柔軟化）を目指す。障害福祉分野では、lCT 活用等により業務量の縮減を行う

事業所の比率を 2029 年に 90％以上を目指す。また、2020 年代に最低賃金 1500 円という

政府目標はもとより、持続的な賃上げにつなげていく。 

ⅴ）主な KPl 

2029 年までに、介護分野は、lCT・介護ロボット等の導入事業者割合を 90％にする。また、残

業時間を減少又は維持するとともに、離職率を低下させる。障害福祉分野は、ワンストップ型相

談窓口を 47都道府県全てに設置する。 

⑪保育 

ⅰ）目標 

保育現場への lCT の導入等により、保育士がこどもと向き合う時間を確保する。 

また、2020 年代に最低賃金 1500 円という政府目標はもとより、持続的な賃上げにつなげていく。

ⅴ）主な KPl 

2026年度までに登降園管理機能をはじめとする4機能（①保育に関する計画・記録や②保護

者との連絡、③登降園管理、④実費徴収等のキャッシュレス決済）をいずれも導入している施

設の割合を 20％とする。2029 年度までに事務作業等時間を 2026 年度比で 10％減少させる。
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◇第 33回（2025.4.23） 

4 月 23 日、内閣官房は第 33回新しい資本主義実現会議を開催し、「人への投資・多様な人材の活

躍及びスタートアップ」「科学技術・イノベーション」についてそれぞれ論点案が示され、協議を行った。

協議をふまえ、石破総理大臣は次のように発言した。

「構造的に我が国に賃上げを定着させるため、三位一体の労働市場改革を着実に実行する。 

 労働移動の円滑化のため、労働者一人一人が、それぞれの職種で、どのようなスキルが求められるの

か、どれくらいの賃金水準であるかを、具体的に把握できるよう職業情報提供の充実を図る。 

 リ・スキリングへの支援を強化し、デジタル技術なども活用して現在よりも高い賃金を得ることができる、

いわゆるアドバンスト・エッセンシャルワーカーや、企業の幹部候補人材の計画的な育成を促す。 

 ジョブ型人事指針の普及を図り、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入を進めるとともに、同

一労働・同一賃金制の徹底、女性の活躍推進などに取り組む。 

 地域の経営人材の確保・育成のため、『週１副社長』といった副業・兼業の形で地域の中小企業が受

け入れる、人材マッチング事業を強化するとともに、自治体・農協・地域金融機関等の職員の副業・兼

業の推進に取り組む。 

 『スタートアップ育成５か年計画』を強化する。 

 ＡＩ（人工知能）やロボット等の多様な技術に強みを持つ全国５８の高等専門学校における起業家教育

の充実やスタートアップの創出・成長を強力に後押しする。 

高い成長が期待されるディープテック・スタートアップへの官民の資金供給を強化するなど、その成長

の加速を後押しする。 

大学等の高度な研究・教育を後押しするため、１０兆円規模の大学ファンドの支援対象の拡大を進め

るとともに、研究環境の整備を通じて優れた研究者を日本に呼び込む。 

ＡＩ等の先端分野における研究開発や産業化を推進する。」

財政制度等審議会 財政制度分科会 

◇（2025.5.27） 

5 月 27 日、財政制度等審議会は 6月にとりまとめる「骨太の方針」に向け、建議「激動の世界を見据

えたあるべき財政運営」をまとめ、財務大臣に提出した。

建議では、「持続可能な社会保障制度を構築するため、全世代型社会保障の構築に向けた改革工程

に基づき、医療・介護の給付と負担のバランスの適正化を通じて、現役世代の保険料負担を最大限抑

制することが重要」であるとした。 

また、「持続可能な社会保障制度の構築」において、介護、障害福祉分野について下記のとおり示して

いる。

（介護）

○限られた介護人材を有効活用し、生産性を向上させることは重要であり、lCT 機器を活用した人員配

置の効率化や経営の協働化・大規模化、職場環境の整備に取り組むべき。 

○あわせて、特養等におけるサービスの質の評価を踏まえた人員配置基準の更なる柔軟化に引き続き

取り組むべきである。 

○あわせて、利用者負担の見直し、ケアマネジメントに関する給付のあり方（利用者負担等）の検討、軽

度者に対する介護サービスの地域支援事業への移行など、改革工程に沿って給付と負担の見直し

を早急に進めるべき。 

（障害福祉） 

○障害福祉サービス等の当初予算額は、直近 10 年間で倍増（うち、障害児向けサービスは約３倍

強）しているが、この伸びは社会保障関係費全体の伸び率に比して約４倍と著しく高い。障害福祉サ
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ービス等の持続可能性を確保するためには、サービスの質を確保しながら総費用額を抑制する取組

が不可欠である。 

○事業所の増加に応じて総費用額が増加しやすい構造にある中、報酬の適正化に加え、サービスの質

の確保・向上に向け、①事業者指定のあり方の見直し、②事業者への実地指導等の強化、③不正行

為に対する対処等に取り組むべき。 
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◇（2025.5.9） 

5 月 9日、財務省は財政制度等審議会 財政制度分科会を開催し、とりまとめに向けた審議を行った。

協議では、建議（案）（未公表）が示され、協議が行われた。

◇（2025.4.23） 

4 月 23 日、財務省は財政制度等審議会 財政制度分科会を開催し、「持続可能な社会保障制度の

構築」について協議を行った。

社会保障関係費については、実質的な伸びを「高齢化による伸びに抑える」との方針を達成してきたと

し、今後もこの考え方に沿ったメリハリのある予算編成を実施していくことが重要であることを示した。

2024 年度予算、2025 年度予算（政府原案）においても、制度改革・効率化等に取り組み、「高齢化に

よる伸びに抑える」との方針に沿った姿を実現しつつ、年金スライドや人事院勧告等を踏まえた対応など

経済・物価動向等への配慮や少子化対策の充実、報酬改定等について適切に措置されているとした。 
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また、今後の介護保険制度改革の方向性として、「介護保険制度については、これまでも給付の適正化

等の改革を実施してきたが、一人当たり介護給付費が急増する 85歳以上人口が増加を続けることや、

現役世代（支え手）の減少を見据え、以下の３つの視点から制度の持続性確保のための見直しを進め

ることで、中長期的に増大する介護需要に応えられる体制を構築していく必要」との考えのもと、下記の

通り示された。
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倒産件数の増加、訪問介護事業所が 1つもない自治体（107 町村）との指摘のある訪問介護事業者

については、「地域の実情や現場のニーズ等に即したきめ細かい人材確保策等を推進すべき」「近隣自

治体との連携の枠組みなども活用すべき」であるとした。また、介護サービスの状況の適切な実態把握

を行うことが重要。報酬の議論では、一律の対応ではなく、地域の人口動態や提供体制の状況を踏ま

えた対応を行うべき」とした。 

日本全体で労働力の確保が課題となる中、限られた介護人材を有効活用し、生産性を向上させること

は喫緊の課題。lCT 機器を活用した人員配置の効率化や経営の協働化・大規模化を強力に進めていく

ことが不可欠とした。 
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障害福祉については、「障害福祉サービス等の予算額は直近 10年間で倍増（障害児向けサービスは

約３倍強）。障害福祉サービス等の持続可能性を確保するためには、サービスの質を確保しながら総費

用額を抑制する取組が不可欠」「需要サイドである利用者に牽制が働きにくく、供給サイドである事業所

の増加に応じて総費用額が増加しやすい構造にある中で、報酬の適正化に加え、サービスの質の確

保・向上に向け、①事業者指定のあり方の見直し、②事業者への実地指導等の強化、 不正行為に対

する対処等に取り組むべき。」との考えのもと、下記の通り示された。
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◇（2025.4.15） 

4 月 15 日、財務省は財政制度等審議会 財政制度分科会を開催し、「活力ある経済社会の実現」・

「安心で豊かな地域社会の確立（「地方創生 2.0」実現に向けた関連施策の課題等）」について協議を

行った。
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協議では、「活力ある経済社会の実現に向けて」と題し下記の方向性が示された。

〇労働生産性を向上するためには、限られた人的リソースを効率的に配分し、省力化投資・DX 等によ

る効率化を進めるとともに、企業内外の新たな業務等に対応するためのリ・スキリングの促進、労働移

動の円滑化が重要。また、仕事と育児等との両立に向けた環境整備等により、多様な働き方を確立

していくことも重要 

〇人的資本の蓄積に向け、人材育成を強化するためには、高等教育における安定的・持続的な質の確

保が不可欠。このため、私学助成について教育の質等に着目したメリハリ強化や大学の規模の適正

化を早急に推進するための見直しを図るべき。あわせて、修学支援のあり方の見直しや体制のスリム

化、業務効率化等の改革に更に取り組むべき 

〇企業セクターへの財政支援について、近年、補助金による支援が大きく増加しているが、より効果的な

ものとするため、対象となる企業の規模等を踏まえた支援の妥当性を精査するとともに、制度設計や

財源確保も含めた実効性の担保について十分に検討することが必要

◇（2025.4.9） 

4 月 9日、財務省は財政制度等審議会 財政制度分科会を開催し、政府が 6月頃決定する「骨太方

針 2025」に向けた「春の建議」とりまとめに向けた議論を開始した。

今回は、財政制度分科会長互選と分科会長代理指名と「財政総論」等について報告及び協議を行った。

分科会長には十倉 雅和住友化学(株)取締役相談役、分科会長代理には増田寛也日本郵政(株)取

締役兼代表執行役社長が選任された。

構造的な課題として「人口減少・少子高齢化」をあげ、マクロ面では、生産年齢人口が減少し、「社会保

障の受益と負担のアンバランスに大きく影響」「地域間格差や地域サービスの低下をもたらす」とした。

解決策の一つとして、持続可能な社会保障の構築をあげ、「2025 年に、いわゆる『団塊の世代』の全員

が後期高齢者である 75 歳以上になるが、75 歳以上になると、１人当たりの医療・介護の費用が大幅に

増加。そのため、医療・介護分野等の給付の効率化・重点化に取り組んでいく必要がある」とした。

また、物価上昇の社会保障財政への影響について、「社会保障分野においては、高齢化等により、給付

費が雇用者報酬を上回って増加しており、保険料率が上昇している。これに加えて、物価・賃金の伸び

を給付に反映した場合、保険料率の更なる上昇につながり、現役世代の負担が更に増加（可処分所得

が減少）することにも留意が必要」とした。
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経済・財政一体改革推進委員会 

◇第 53回（2025.5.13） 

5 月 13 日、内閣府は第 53回経済・財政一体改革推進委員会を開催した。

今回は、経済・財政一体改革におけるWell-being の位置づけ及び今後の検討方針案が示され、当面

の検討方針として下記事項等が示された。

○政策の必要性の検討に資するよう、Well-being の低い状況、損なわれている状態などを把握・測定
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する取組を重視する 

○主観的な指標等については、内閣府の「満足度・生活の質に関する調査」や、関係省庁が行う類似

の調査等の内容を踏まえながら、（中略）本年度中を目途に調査設計を進める 

○政府全体としてWell-being の観点の取り込みが進んでいくよう、Well-being に関連する基本計画・方

針等の見直しの際には、適切なＫＰＩの設定を行う等の検討を促進する。 

また、今後の進め方として下記事項が示された。 

○「進捗管理・点検・評価表」の策定をはじめとした経済・財政一体改革推進委員会及び各WG での議

論の内容については、今後開催される経済財政諮問会議へ報告し、年央の骨太方針に反映。 

○その後、本年７～8月に、EBPM アドバイザリーボードを開催。引き続き、EBPM をはじめとする関連の

取組を推進。 

経済・財政一体改革推進委員会 社会保障ワーキング・グループ 

◇第 54回（2025.4.28） 

4 月 28 日、内閣府は第 54回経済・財政一体改革推進委員会 社会保障ワーキング・グループを開

催し、「社会保障・こども分野における経済・財政一体改革の検討事項等」等について報告・協議が行わ

れた。

少子化対策・こども政策についてでは、「こどもまんなか実行計画 2025」を、骨太の方針（6月目途）ま

でに工程表等も含めて改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映するとされた。

また、保育士の処遇改善については、「令和 6年度補正予算では、10.7％の大幅な処遇改善を実施

し、令和 7年度予算でも財源を確保した上で、これを反映した」とし、「今後とも、こども未来戦略に基づ

き、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善の取組を進める」方針が示された。

なお、こども家庭庁の報告では、保育士の令和 6年の平均給与は月額 32.9 万円で、全産業平均

38.6 万円と 5.7 万円の差がある（データには、令和 5・6 年の人事院勧告に伴う人件費の引上げを反

映していない）。 
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介護職員の処遇改善については、「・介護職員に関しては、令和６年度介護従事者処遇状況等調査で

は、介護職員（月給・常勤の者）の平均給与額について、令和５年度と令和６年度を比較すると、

4.3%(約 1.4 万円）増加している)とし、対応方針として 

・令和 6年度介護報酬改定において措置した処遇改善加算の更なる取得促進に向けた取得要件の

弾力化や、令和 6年度補正予算で措置した施策による生産性向上・職場環境改善等を通じて、更

なる賃上げに取り組む 

・令和 8年度以降の対応については、これらの施策の実施状況や処遇改善に与える効果について実

態を把握し、財源とあわせて令和 8年度予算編成過程で検討する 

ことが示された。

政労使の意見交換 

◇（2025.5.22） 

5 月 22 日、内閣官房は政労使の意見交換を開催した。 

会議では、2025 年春季労使交渉、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進 5か年計画」の施策

パッケージ案及び最低賃金の引上げ方針について、意見交換が行われた。

意見交換をふまえ、石破総理大臣は「2029 年度までの 5年間で、実質賃金で 1 パーセント程度の上

昇を賃上げの新たな水準の社会通念として我が国に定着をさせ、『賃上げと投資がけん引する成長型

経済』を実現するため、『賃金向上推進 5か年計画』に基づき、中小企業・小規模事業者の経営変革

の後押しと賃上げ環境の整備に政策資源を総動員する。」とし、「最低賃金については、適切な価格転

嫁と生産性向上支援により、最低賃金の引上げを後押しし、2020 年代に全国平均 1，500 円という高

い目標の達成に向け、官民で、最大限の取組を 5年間で集中的に実施する。」と発言した。
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＜会  議＞ 

規制改革推進会議 

◇「規制改革実施計画」閣議決定（2025.6.13） 

政府は、6月 13 日に「規制改革実施計画」を閣議決定した。

規制改革は、人口減少・少子高齢化等の課題を克服し、地方の活性化につなげるため、また、「賃上げ

と投資が牽引する成長型経済」を実現するための極めて重要な取組であるとし、「Ⅰ地方創生」「Ⅱ賃

金向上・人手不足対応」「Ⅲ投資大国」「Ⅳ防災・減災」分野における規制・制度改革事項が示された。

介護サービスの提供体制については、下記が示されている。

Ⅱ 賃金向上・人手不足対応 

 ◇地域の実情に応じた介護サービス提供体制等の見直し 

・施設・居宅といったサービ ス種別にかかわらない複数の事業所間での専門職等の兼務など、異

なる介護サービス間の連携による配置基準の柔軟化・合理化、基準該当居宅サービス及び離島

等相当サービスの更なる活用に向けた地域特性等の実態を踏まえた対応、介護支援専門員の更

新研修の在り方の見直し等を検討すべきとの指摘があることを踏まえ、介護サービスの一定の質

の維持を前提とした持続可能な介護サー ビス提供体制を構築するため、既存の配置基準等にと

らわれない地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となる見直し等について、介護人材不足等によ

り既存の配置基準等への適合が困難となるなど早急な対策が必要な地方公共団体や介護現場

等からの意見を踏まえつつ、ＩＣＴやＡＩ等の技術の進展も考慮しながら検討。 

・令和８年度までに社会保障審議会介護保険部会等で結論を得た上で、 令和９年上期までに速

やかに所要の措置を講ずる。 

  ○地域の人々や企業の活動の前提となる規制・制度について、利用者目線を徹底し、時代や環境の変

化、技術の進歩に応じた不断の改革を実現していくことが必要不可欠。 

  ○人口減少・少子高齢化等の課題を克服し、地方の活性化につなげるため、また、「賃上げと投資が牽

引する成長型経済」を実現するため、政府全体として、本計画に記載の規制改革事項の実現に向

け、スピード感をもって強力に改革を推進 

2．規制改革
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◇（2025.5.28） 

5 月 28 日、内閣府は規制改革推進会議を開催し、規制改革推進に関する答申をとりまとめた。

答申のうち、福祉分野に関しては、下記のとおり示された。

○地域の実情に応じた介護サービス提供体制等の見直し 

持続可能な介護提供体制を構築するため、ＩＣＴやＡＩ等の技術の進展を踏まえつつ、地域の実情に

応じた柔軟な対応が可能となる制度及び運用の見直し（人員配置の柔軟化・合理化、基準該当サー

ビス及び離島等相当サービスの更なる活用、介護支援専門員の更新研修の在り方の見直し等）につ

いて検討【７年度検討開始等】 

○障害福祉分野における申請・届出等に関する手続負担の軽減 

障害福祉事業所等から自治体への指定・報酬請求の申請・届出について、①標準様式等の使用原

則化(ローカルルールの防止)、②システム化・ワンストップ化【①措置済、②９年度中目途に措置等】 
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規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ 

◇第 5回（2025.5.1） 

5 月 1日、内閣府は第 5回規制改革推進会議健康・医療・介護ワーキング・グループを開催し、「一般

検査薬への転用の促進」について協議を行った。

◇第 4回（2025.4.28） 

4 月 28 日、内閣府は第 4回規制改革推進会議健康・医療・介護ワーキング・グループを開催し、「地

域の実情に応じた介護サービス提供体制等の見直し」「規制改革ホットライン処理方針」について協議を

行った。

「地域の実情に応じた介護サービス提供体制等の見直し」についてでは、「2040 年に向けたサービス提

供体制のあり方」検討会での検討状況について報告が行われたほか、島根県邑南町、長崎県五島市、

北海道からの報告が行われ協議が行われた。
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＜法改正等＞

第 15 次地方分権一括法可決成立（2025.5.9）

5 月 9日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律」（第 15 次地方分権一括法）が参議院本会議にて可決成立した。概要は下記のとおり。

3．地方創生・地方分権等 
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国家戦略特別区域諮問会議 

◇第 66回（2025.6.10） 

石破総理は、総理大臣官邸で第 66回国家戦略特別区域諮問会議を開催した。

会議では、特区制度を活用して取り組む規制・制度改革事項等について議論が行われた。

特区制度を活用して取り組む規制・制度改革事項において、規制の特例措置の全国展開として、小規

模認可保育所における対象年齢の拡大(3～5歳児のみの保育) について、「B,C 型事業所の全国展

開は引き続き可否を検討」すること等が示された。

新しい地方経済・生活環境創生会議 

◇「地方創生 2.0 の基本構想」を閣議決定（2025.6.13） 

政府は、6月 13 日に「地方創生 2.0 の基本構想」を閣議決定した。

地方創生は石破内閣の最重要課題であり、基本構想は、「地方創生 2.0」の実現に向け、今後１０年間

を対象としている。令和７年中に基本構想を実施段階に進めるための「総合戦略」を策定する。

10 年後に目指す姿を示し、「東京圏から地方への若者の流れを倍増する」等の数値目標を設定してい

る。

政策の５本柱は

（１）安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 

・日本中いかなる場所も、若者や女性が安心して働き、暮らせる地域とする。 

・人口減少下でも、地域コミュニティや日常生活に不可欠なサービスを維持するための拠点づくり

や、意欲と能力のある「民」の力を活かし人を惹きつける質の高いまちづくりを行うとともに、災害

から地方を守るための防災力の強化を図る。 
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（２）稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーション創生構想～ 

（３）人や企業の地方分散～産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生～ 

（４）新時代のインフラ整備とＡＩ・デジタルなどの新技術の徹底活用 

（５）広域リージョン連携 

○（１）安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生では、下記等が示されている。 

◇誰も取り残さない支援体制を整備し、全世代・包摂的な地域共生社会の実現 【制度的対応について

2025 年度中に結論】 

・担い手不足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する中山間・人口減少地域における体制

整備を進めるため、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化

し、機能強化を図り、地域の実情に応じた連携・協働を図るための制度改正を実現する。 

・モデル事業を通じて地域での事例を蓄積し、他の地域への展開する。 
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◇第 4回 新しい地方経済・生活環境創生本部（2025.6.13） 

6 月 13 日、第 4回新しい地方経済・生活環境創生本部が開催され、今後 10年間を見据えた「地方

創生２．０」の方向性を示す「基本構想」を取りまとめた。

◇第 10回（2025.6.3） 

内閣官房は 6月 3日、第 10回新しい地方経済・生活環境創生会議を開催した。

今回は、地方創生２．０基本構想（案）が示され、協議が行われた。

◇第 9回（2025.5.22） 

内閣官房は 5月 22日、第 9回新しい地方経済・生活環境創生会議を開催した。

今回は地方創生２．０の「基本構想」の骨子案が示され、協議が行われた。
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＜会議等＞ 

社会保障審議会 福祉部会

◇第 27 回（2025.4.24） 

4 月 24 日、厚生労働省は第 27回社会保障審議会福祉部会を開催した。

部会長には菊池馨実氏（早稲田大学理事・法学学術院教授）が選出され、部会長代理については、

部会長の指名により新保美香氏（明治学院大学社会学部教授）が就任した。

協議では、介護人材の確保・定着に向けてより一層取組を強化していく必要がある社会保障審議会福

祉部会において、関係者による専門的観点から検討を進めるため、「福祉人材確保専門委員会」を設

置することが承認された。委員長には松原由美氏（早稲田大学人間科学学術院教授）が就任した。

その後、地域共生社会の在り方検討会議、「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の

検討状況について報告が行われた後、意見交換が行われた。

また、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成が継続していた保育等について、引き続き

令和 8年度まで継続検討の決定が報告された。

＜通知・公表＞

福祉医療機構 社会福祉法人の経営状況について（2025.3.11） 

3 月 11 日、福祉医療機構は「2023 年度社会福祉法人の経営状況について」を公表した。 

主な結果は以下のとおり 

① 社会福祉法人の経営状況 

サービス活動増減差額比率が 0.7 ポイント上昇し、2020 年度以来の増収増益。赤字法人割合は

4.8 ポイント縮小 

②主たる事業別の経営状況 

すべての類型においてサービス活動増減差額比率が上昇し、赤字法人割合が縮小。とくに介護主

体法人は、その傾向が顕著 

② 人材確保の状況 

いずれの事業主体においても離職率が上昇。保育主体法人の離職率は採用率を上回り、離職超

過に転換 

4．社会福祉法人等 
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社会福祉連携推進法人の設立状況（2025.3.31） 

厚生労働省は、令和 7年 3月 31 日時点の社会福祉連携推進法人の設立状況を公表した。「社会

福祉連携推進法人」制度は社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図

るための取組等を行うものとして令和 4年 4月 1日より開始した。令和 7年 3月 31 日現在、認定が

あった社会福祉法人は 30法人となっている。

令和 5年度福祉行政報告例 結果を公表（2025.1.28） 

厚生労働省は、令和 5年度福祉行政報告例の結果を公表した。 

「福祉行政報告例」は、福祉行政運営の基礎資料を得ることを目的に、その施行状況を把握するも

の。 

主な結果は以下のとおり。 

○令和 5年度末現在の社会福祉法人数は 21,079 法人で、前年度に比べ 5法人（0.0%）増加してい

る。また、社会福祉連携推進法人数は 21法人となっている。社会福祉法人の種類別にみると「施

設経営法人」が 18,419 法人で、前年度に比べ 22 法人（0.1%）減少している。社会福祉協議会は

1,861 法人、社会福祉事業団は 123 法人、共同募金会は 48法人。 

○令和 5年度末現在の老人ホームの施設数は 13,868 施設で、前年度に比べ 45施設（0.3%）増加

し、定員は 818,928 人で前年度に比べ 3,769 人（0.5%）増加している。 

○令和 5年度末現在の身体障害者手帳交付台帳登載数は 4,783,069 人で、前年度に比べ

59,216 人（1.2%）減少している 

○令和 5年度末現在の療育手帳交付台帳登載数は 1,281,469 人で、前年度に比べ 38,864 人

（3.1%）増加している 

○令和 5年度中の婦人相談所及び婦人相談員における相談の受付件数は 327,125 件で、前年度
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に比べ 4,013 件（1.2%）増加している。相談の経路別にみると、「本人自身」からの相談の受付件数

は 254,932 件で、前年度に比べ 5,139 件（2.1%）増加している。 

○令和５年度末現在の民生委員（児童委員を兼ねる。）の数は 228,573 人で、前年度に比べ 1,147

人（0.5%）増加している。 



- 38 -

Oおうせいろ

＜会   議＞ 

社会保障審議会介護給付費分科会 

◇第 246回（2025.4.14） 

4 月 14 日、厚生労働省は第 246 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺邦昭東京

大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、令和 6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和 6年度調査）の結果と

して、次の 4 つの各調査の結果概要（案）が示された。 

（1）高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 

（2）福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業 

（3）リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 

（4）地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供の在り方に関する調査研究事業 

訪問介護事業所に関する事業所調査（アンケート）を踏まえ、訪問介護事業所に対する支援策として、

中山間地域等にかかる小規模事業所加算の取得要件の弾力化等が示された。 

5．高齢者 
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社会保障審議会介護保険部会

◇第 121回（2025.6.2） 

6 月 2日、厚生労働省は第 121 回社会保障審議会介護保険部会（委員長：菊池馨実早稲田大学理

事・法学学術院教授）を開催し、「地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健

康づくり、認知症ケア」「要介護認定」について報告・協議を行った。 

会議では、下記論点等が示され、協議が行われた。

【地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア】 

（地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携） 

○地域において、医療機関と介護事業者との間で情報共有や顔の見える体制を構築していく必要があ

るのではないか。 

○今後、かかりつけ医機能を都道府県に報告することとなることに加え、在宅医療に必要な連携を担う

拠点を都道府県が医療計画に位置づけている中、これらと、在宅医療・介護連携推進事業の整理を

した上で、地域の医療・介護資源の状況に留意しつつ、どのように普及していくか。 等 

◇第 120回（2025.5.19） 

5 月 19 日、厚生労働省は第 120 回社会保障審議会介護保険部会（委員長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を開催し、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築

や支援体制」「介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援」について報告・協議を行った。

会議では、下記論点等が示され、協議が行われた。

【人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制】 

（中山間・人口減少地域） 

○中間とりまとめにおいて、配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、訪問・通所などサービス間
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の連携・柔軟化、市町村事業によるサービス提供など、地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討が

示されているがどう考えるか。また、地域の介護を支える法人への支援や、社会福祉連携推進法人

の活用促進についてどう考えるか。 

○中山間・人口減少地域においては、特に小規模な訪問介護事業者について、地理的要因等により、

移動時間が長く、キャンセル負担の影響が大きい現状がある。既存の訪問回数に応じた評価の仕組

みに加え、一定の期間の中で移動時間をはじめとする様々な要素を考慮した報酬上の評価の仕組

みを検討することについて、介護報酬全体の報酬体系との整合性、自己負担の公平性、コストの負

担のあり方等の観点も踏まえて、どのように考えるか。 

○訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化について、サービスの質の維持等に留意しつつ、具体的な

連携・配置基準の弾力化の事項を含め、どのように考えるか。 

（大都市） 

○中間とりまとめにおいて、重度の要介護者や独居高齢者等に対応可能な、lCT 技術等を用いた 24

時間対応可能な効率的かつ包括的なサービスの検討が示されているがどう考えるか。 

（支援体制の構築など） 

○人口減少やサービス需要の減少は、医療福祉、交通、生活サービス、行政など、介護以外の他の分

野においても共通課題であり、他の分野の施策とも組み合わせて支援体制を効果的・効率的に構築

する必要があるのではないか。介護は地域における重要なインフラであり、地域づくりやまちづくりの視

点で、自治体と事業所が連携して取組を進めるとともに、地域の高齢者、障害者、こどもなど様々な

主体が地域共生社会を推進していくことが必要ではないか。 

【介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援】 

（介護人材確保） 

○介護人材の確保にあたっては、介護人材の属性、地域差や地域固有の課題を分析し、関係者間で

共有する場を設け、地域の実状に応じた対策を講じていくことが重要である。その際、分析や対策を

行うための基本的な考え方を示した上で、サービス供給面でも精緻な人材推計を地域ごとに行い、

人材確保対策を講じていくことが必要ではないか。 

（協働化、事業者間の連携、大規模化） 

○2040 年に向けて、安定的に事業の継続を図ることが必要である。中間とりまとめにおいて、まずは介

護事業者間の協働化や連携を進めることが重要とされたがどう考えるか。また、大規模化もサービス

維持の観点でも有効な施策の一つであり、それらのメリットを地域の状況を踏まえ考える必要性が示

されているが、どう考えるか。また、社会福祉連携推進法人の活用をどのように促進するか。 等 

◇第 119回（2025.4.21） 

4 月 21 日、厚生労働省は第 119 回社会保障審議会介護保険部会（委員長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を開催し、「『2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会中間とり

まとめ」「介護情報基盤」「匿名介護情報等の提供」について報告・協議を行った。 

『2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会中間とりまとめの報告を踏まえ、本部会におい

て「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」や「介護人材確保と職場環境改

善・生産性向上、経営支援」「地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康

づくり、認知症ケア」等について検討することの説明があった。 
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介護情報基盤については、本人同意の取得について、これまでの意見もふまえ、協議が行われた。 

「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 

◇第 7回（2025.5.30） 

5 月 30 日、厚生労働省は、「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（第 7回）を開催

し、「2040 年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点」についての議論の後、関

係者ヒアリングを行った。

経営支援に係る福祉サービスの共通課題として、下記が示された。 

①社会福祉法人・事業所への経営支援、協働化・事業者連携、大規模化 

②社会福祉連携推進法人の活用 

社会福祉連携推進法人の活用では、「社会福祉連携推進法人は、現在、社会福祉事業を行うことはで

きないが、中山間・人口減少地域において、必要不可欠な社会福祉事業を維持する観点から、社会福

祉連携推進法人の事業要件を緩和する仕組みが必要ではないか。具体的には、一定の条件を付した

上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とする」等を提案した。

※社会福祉連携推進法人が行う業務は、①地域福祉支援業務、②災害時支援業務、③経営支援業

務、④貸付業務、⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務等の社会福祉連携推進業務が中心。 

「2040 年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点」についてでは、下記のとおり

論点が示された。

社会福祉法人・事業所への経営支援 

○社会福祉法人への共通的な支援として、福祉医療機構（WAM）では資金融資や経営サポート事業

を行っており、本年４月からは融資の大幅な拡充を行っているところ、この優遇融資を積極的に周知

することにより、まずは直近の資金繰りが必要な社会福祉法人に対する経営支援を行っていくべきで

はないか。 

○加えて、より中長期的な視点から、各社会福祉法人が自らの経営状況に対する認識を深め、必要な
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対応策を採っていく必要がある。現在、福祉医療機構（WAM）のシステムで財務諸表等が公表され

ており、国は所轄庁に対し、助言指導の参考となるよう分析スコアカードを提供しているが、この分析

スコアカードを、管内の社会福祉法人に提供することを検討する必要があるのではないか。 

○中間とりまとめにおいて、雇用管理や職場環境改善・生産性向上を進めることが経営の改善等に資

するとされているが、この点は障害福祉やこどもでも同様であり、介護と同様に取り組んでいくべきでは

ないか。 

○介護人材確保等のプラットフォームの充実とあわせて、高齢分野のみならず、障害・子ども分野といっ

た福祉横断的な体制構築に向けてどのような枠組みが可能か。例えば、必要に応じ、これらについて

モデル事業のような形で検討することも考えられるか。 

○介護の状況を踏まえつつ、関係機関や既存の事業等の役割や機能を整理したうえで、福祉共通の

支援の活用も含め、障害福祉サービス事業所・保育所等への支援の充実に取り組んでいく必要があ

るのではないか。 

協働化・事業者連携、大規模化 

○地域の小規模介護事業者を含めて、安定的に事業の継続を図る観点から、複数の法人間の連携の

方策として、報酬の請求や記録・書類作成事務といったバックオフィスの業務などの間接業務の効率

化や、施設・設備の共同利用等が有効と考えられるが、そうした取組が進むためにどのような環境整

備が求められるか。一つの形として、地域の中核的なサービス提供主体である社会福祉法人がとりま

とめるなどにより、効率化が図られることが考えられ、こういった取組へのインセンティブや支援を検討

する必要があるのではないか。 

○この点、中間とりまとめにおいて、「地域の中核的なサービス提供主体に対して、地域に残り続けるとと

もに、地域の介護事業者の協働化や連携を進めることにより地域におけるサービスを維持・確保して

いくことなど一定の条件・特別の役割を付した上で、配置基準等の弾力化やこうした取組へのインセン

ティブの付与等を講じるなど、新たな柔軟化のための枠組み」と記載されている。こうした枠組みで協

働化を進める場合、自治体と地域の介護事業者にどのような連携が求められるか。また、どのような

インセンティブや支援が求められるか。 

○協働化や事業者間の連携により全体の規模を拡大すること等によるメリットについて、離職率低下、

協働する事業者間での有資格者の確保、経営の安定化、利用者のニーズへの対応強化、一括仕

入れによるコスト減、テクノロジー導入・lCT・Al 等の技術に係る共同の研修、人材シェア等が考えられ

るが、こういったメリットについての理解を広めていく方策としてどのようなことが考えられるか。 

○加えて、設備や物資の共同購入や合同研修の実施等については、社会福祉連携推進法人の認定

を受けない一般社団法人であっても実施可能であることから、より簡易な手続きで設立可能な一般

社団法人による連携・協働についても周知が必要ではないか。 

○令和７年４月からは、福祉医療機構（WAM）において合併支援業務として無料のマッチング支援を行

っているところであり、まずはこの業務・相談窓口を周知するなど、事業者の選択肢の１つとして合併・

事業譲渡等がしやすくなるような環境整備をより進めていく必要があるのではないか。 

障害福祉分野・こども分野など福祉分野における経営支援・協働化等 

○障害福祉分野やこども分野において、地域の状況に応じて様々な手法による取組を進めていくべきで

はないか。また、より一層これらの手法を普及していくためにはどのような方策が考えられるか。個々の

分野のみならず、福祉分野において、他分野も含めた協働化等といった形も考え得るか。 

社会福祉連携推進法人制度の活用 

○社会福祉連携推進法人におけるガバナンスの観点は重要であるが、一方で、より制度が活用される

よう、可能な範囲で事務負担の軽減を図るべきではないか。 

○特に中山間・人口減少地域において、必要不可欠な社会福祉事業を維持する観点から、社会福祉
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連携推進法人の事業要件を緩和する仕組みが必要ではないか。具体的には、一定の条件を付した

上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とするとともに、社会福祉連携推進

業務以外の業務の規模要件を緩和する等の方策が考えられるのではないか。 

関係者ヒアリングでは、社会福祉法人ひだまり、社会福祉連携推進法人リガーレ、一般社団法人介護

人材政策研究会が出席した。

◇第 6回（2025.5.9） 

5 月 9日、厚生労働省は、「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（第 6回）を開催

し、2040 年に向けた障害福祉や保育などの福祉サービスとの共通課題について議論を行った。

共通課題としては、下記が示された 

(1)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制に係る福祉サービスの

共通課題等 

①地域の状況に応じたサービス提供体制等の在り方 

②既存施設の有効活用（社会福祉法人の財産処分等） 

（２）人材確保と職場環境改善・生産性向上（DX）に係る福祉サービスの共通課題等 

①人材確保（プラットフォームの充実等） 

②職場環境改善・生産性の向（DX） 

論点については、

・サービスモデルの構築については、介護、障害福祉、こどもといった分野をこえた福祉サービスの推進

に向けて、更に人員・設備の兼務・共用など柔軟対応の方策 

・既存施設の有効活用については、「中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持す

るために、新たなサービス主体による社会福祉事業の参入とそれを可能とする貸付をしやすくする」

「地域の実情に応じた施設等の柔軟な活用を可能とするために所有権や転用・貸付に係る補助金の

国庫返納の規則を一定条件下で緩和する仕組み」 

等の論点が示された。 
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◇中間とりまとめ（2025.4.10） 

4 月 10 日、厚生労働省は「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（座長：野口晴子

早稲田大学政治経済学術院教授）中間とりまとめを公表した。

中間とりまとめでは、 

（１）人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制や支援体制の構築 

（２）介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 

（３）地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア 

を柱に方向性を示している。 

（１）人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築では、3 つの地域類型について、

「中山間・人口減少地域」はサービス維持・確保のため柔軟な対応、「大都市部」は需要急増を踏まえ

たサービス基盤整備のための適切な対応、「一般市等」はサービスを過不足なく提供するための適切な

対応について検討の方向性を示した。 

中間とりまとめは介護保険部会に報告し、順次議論される。また、４月以降、障害福祉やこどもなど他の

福祉分野と共通の課題、社会福祉法人の経営支援等について議論し、夏にとりまとめ予定。その上で、

介護保険部会等の関係審議会に報告し、制度改正に向けた議論が行われる。 
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有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会

◇第 3回（2025.5.19） 

5 月 19 日、厚生労働省は第 3回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検

討会を開催した。

今回は、有料老人ホーム関係者に対するヒアリングが行われ、構成員のほか、公益社団法人全国有料

老人ホーム協会、広島県（行政）から関係者が出席し、ヒアリングの後、意見交換が行われた。

◇第 2回（2025.4.28） 

4 月 28 日、厚生労働省は第 2回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検

討会を開催した。

今回は、有料老人ホーム関係者に対するヒアリングが行われ、構成員のほか、高齢者住まい事業者団

体連合会、株式会社ソナエル、株式会社ソナエルから関係者が出席し、ヒアリングの後、意見交換が行

われた。

◇第 1回（2025.4.14） 

4 月 14 日、厚生労働省は第 1回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検

討会（座長：駒村康平氏慶應義塾大学経済学部教授）を開催した。

昨今、高齢者の住まいの確保のニーズの高まりや多様化に伴い、有料老人ホームの数は増加するとと

もに、提供されるサービスも民間の創意工夫により多様化している。一方、入居者に対する過剰な介護

サービスの提供（いわゆる「囲い込み」）に加え入居者保護や入居紹介業をめぐる事案など、有料老人

ホームの運営や提供されるサービスに関する透明性・質の確保に関する課題もある。こうした状況を踏

まえ、有料老人ホームの多様な運営方法やサービスの提供実態を把握するとともに、多様なニーズに

対応しつつ、運営やサービスの透明性・質の確保を図るための方策等に関する検討会を開催するものと

して本検討会が設置された。

また、検討事項として下記が示された。

（1）有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方に関する事項 

（2）有料老人ホームの指導監督のあり方に関する事項 

（3）有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方に関する事項 

（4）その他の有料老人ホームにおける透明性・質の確保等に関する事項 

今回は、有料老人ホームに係る現状・課題について報告が行われた後、本検討会においてご議論いた

だきたい事項として「有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方」「有料老人ホームの指導監督

のあり方」「有料老人ホーム等における囲い込み対策のあり方」について論点案が示された。

また、当面の進め方としてヒアリングを行った後、夏ごろに議論の整理を行うことが示された。

高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会 

◇とりまとめ（2025.5.28） 

5 月 28 日、経済産業省は高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会（座長：駒村康平

慶應義塾大学経済学部教授）報告書取りまとめを公表した。

本検討会は高齢者や介護にまつわるサービス産業を、持続可能性を持った形で、いかに地域に実装し

ていくべきかという戦略について、我が国の高齢者がピークを迎える 2040 年を念頭に検討するため設

置したもの。

本取りまとめでは、高齢者・介護関連サービスの類型や担い手、産業振興上の意義を明確化するととも

に、ステークホルダーや地域特性の観点から高齢者・介護関連サービス産業を巡る現状・課題を整理

している。そのうえで、高齢者・介護関連サービス産業振興の目指すべき姿として、「産福共創」というコ
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ンセプトを提示し、産福共創実現に向けた戦略を、具体的対応とともに示している。

「地域の高齢者福祉課題解決と事業収益性確保の両立を実現することが、これからの地域に必要であ

る」とし、民間企業等が本業に取り組みながら地域への貢献に努力し、商いが地域を助け、地域が商い

を助ける仕組みを指す「商助」とも近しい考えでもあり、高齢者・介護関連サービス産業と地域の高齢者

福祉関係者が連携・共創する「産福共創モデル」を経済産業省としても支援していくべき」とした。 

「産福共創」の推進にあたっては、 

・サービス事業者は、収益性だけを追い求めるのではなく、地域の実情やエンドユーザーである高齢者が

抱える課題・ニーズ等を踏まえた地域課題への貢献意識を持つこと 

・自治体をはじめとした高齢者福祉関係者（社会福祉協議会・地域包括支援センター等）は、サービス

事業者を地域づくりを共に行う「仲間」として捉え直すことで、サービス事業者が継続的に地域で活動す

るために必要な経済活動に対して、自治体が有するアセット（資源）等を提供していくこと 

が必要であるとしている。 
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＜通知・公表＞ 

2024 年度の「介護事業者」倒産 179 件、過去最多：東京商工リサーチ（2025.4.16） 

4 月 16 日、東京商工リサーチは 2024 年度の介護事業者（老人福祉・介護事業）の倒産が 179 件

（前年度比 36.6％増）と過去最多となったと公表した。

本集計は、2000 年度以降の介護事業者の倒産を集計したもの。

業種別では、「訪問介護」が 86 件と、全体の約半数（48.0%）を占め、「通所・短期入所」が 55 件となっ

ている。

原因別では、「売上不振（販売不振）」が 最多の 133 件（前年度比 27.8％増）。次いで、赤字累積の

「既往のシワ寄せ」が 15 件（同 150.0％増）、甘い事業計画など「事業上の失敗」が 15 件（同 400.0％

増）と、売上不振以外の原因も一定数を占めた。
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＜会 議＞ 

障害者の地域生活移行支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 

◇第 1回（2025.5.26） 

5 月 26 日、厚生労働省は第 1回障害者の地域生活移行支援も踏まえた障害者支援施設の在り方

に係る検討会を開催した。

本検討会は、今後障害者支援施設の更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や

機能等を整理することが、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められ

ていることを踏まえ、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、開催するもの。

全社協からは、中尾富嗣全国社会福祉協議会全国社会就労センター協議会常任協議員、三浦貴

子全国身体障害者施設協議会副会長が構成員として参画している。

第 1回目となる今回は、現状等について報告が行われた後、下記のとおり論点が示され、協議が行

われた。

6．障害者 



- 51 -

＜法改正等＞ 

児童福祉法等の一部を改正する法律成立（2025.4.18）

4 月 18 日、児童福祉法等の一部を改正する法律案が参議院本会議にて可決・成立した。

主な内容は以下のとおり。

＜会  議＞ 

こども政策推進会議 

◇第 5回（2025.6.6） 

6 月 6日、こども家庭庁は第 5回こども政策推進会議を開催し、こどもまんなか実行計画２０２５を決定

した。

「こどもまんなか実行計画」は、「こども大綱」に基づき、具体的に取り組む施策等を取りまとめるもの。

毎年 6月頃を目途に改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映することとしている。 

実行計画 2025 においては、小中高生の自殺者数、いじめ重大事態の発生件数、不登校児童生徒

数、児童虐待相談対応件数が増加し、少子化に歯止めが掛かっていない現状等も踏まえ、以下の３つ

の領域に重点的に取り組むとしている。

（１）困難に直面するこども・若者への支援 

（２）未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進 

（３）「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進 

主な概要は以下のとおり。

7．子ども・家庭福祉 
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石破総理は「この実行計画は、こども政策に関する全体像を表すものであり、次の１年間に政府が何を

進めていくかを示す道しるべとなるものである。実行計画を踏まえ、今後はさらに、標準的な出産費用の

自己負担無償化と、安全で質の高い周産期医療の確保を進めるとともに、高校無償化に関しては３党で

の協議を受けて検討していく。」と発言した。

こども家庭審議会 

◇第 6回（2025.4.25） 

4 月 25 日、こども家庭庁は第 6回こども家庭審議会を開催した。

協議では、会長選出、こども家庭審議会に対する諮問のほか、こどもまんなか実行計画 2025 の策定

に向けた各部会・分科会からの意見について報告が行われたのち、協議が行われた。

会長の選出については、前任に引き続き秋田喜代美学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授が

選任された。

審議会では、内閣総理大臣の諮問事項として「保育所、認定こども園における保育の内容の基準等の

在り方について」が示された。今後、この諮問を受ける形で「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども

園教育・保育要領」の改訂に向けた検討が進められることとなる。

以下の事項を中心とした議論が求められている。

〇 こども基本法等の趣旨を踏まえつつ、こどもが主体的に遊び育つことを保障する保育の在り方をどの

ように考えるか。 

〇 乳幼児期からの切れ目のないこどもの成長を保障するため、０歳から学童期との接続までを俯瞰し

た保育の在り方をどのように考えるか。 

〇 心身の状況や置かれた環境にかかわらず、一人一人のこどもの育ちを保障するための保育の在り方

をどのように考えるか。 

〇 多様なこどもや大人との関わりの中でこどもが育つための、地域に開かれた保育や子育て支援の在

り方をどのように考えるか。 

○ 質の高い保育を支える職員の資質の向上等の在り方をどのように考えるか。 

〇 設置者や施設類型を問わず、乳幼児期のこどものより良い育ちを保障していく共通的方策について

どのように考えるか。 

また、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園の教育・保育内容の基準の整合性を確保する観点か

ら、幼稚園および幼保連携型認定こども園の教育基準について審議する中央教育審議会と緊密に連

携し、乳幼児がどの施設に通っているかにかかわらず質の高い保育が保障されるように幅広く検討する

ことも求めている。

こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会 

◇第 10回（2025.4.18）※持ち回り開催 

4 月 18 日、こども家庭庁は第 10回子ども・子育て支援等分科会（分科会長：秋田喜代美学習院大学

文学部教授）を持ち回りで開催し、子ども・子育て支援金制度管理部会（仮称）の設置について承認さ

れた。 

子ども・子育て支援法第 71条の 30 において、内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金に係る内

閣府令や子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意

見を聴かなければならないとされている。 

こうしたことから、今般、こども家庭審議会令第６条第１項に基づき、こども家庭審議会子ども・子育て支

援等分科会の下に、子ども・子育て支援金制度の実施に関して意見を聴取することを目的として、部会

を設置するもの。
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こども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会 

◇第 13回（2025.6.2） 

6 月 2日、こども家庭庁は、第 13回こども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会を開催し、部会

長の選任のほか、専門委員会の設置及び廃止、はじめの 100 か月の育ちビジョン関連施策の取組報告

が行われた。 

専門委員会の設置及び廃止では、保育士資格等に関する専門委員会を廃止し、こども家庭審議会幼

児期までのこどもの育ち部会に保育専門委員会を置くことが承認された。 

「保育所、認定こども園における保育の内容の基準等の在り方について」の総理大臣からの諮問につい

ては、本部会において審議される。 

こども家庭審議会 こどもの居場所部会 

◇第 17回（2025.6.2） 

6 月 2日、こども家庭庁は、第 17回こども家庭審議会 こどもの居場所部会を開催し、部会長の選任

のほか、「こどもの居場所部会（第 2期）の方針」、「こども・若者の居場所づくりに関する今年度の取組」

について協議が行われた。 

こどもの居場所部会（第 2期）の方針では、論点案として下記のとおり示された。 

○「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づく取組の展開 

 ・若者の居場所づくりの現状や課題、目指すべき在り方について 

 ・居場所づくりにおける「遊び」の位置づけについて 

 ・こども・若者自身が居場所づくりに参画する取組について 

 ・こども家庭庁における取組（評価指標、実態調査、フォーラム・シンポジウム、災害時のこども・若者の

居場所づくりの推進等）への助言 

○次回への指針見直しに向けた準備 
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 ・必要なエビデンス・事例等の収集・発信について 

 ・こども・若者の声を聴く取組について 

○第 2期部会における議論のまとめ方の検討 

 ・中間論点整理の検討 

また、こども・若者の居場所づくりに関する今年度の取組として下記のとおり示された。 

○居場所づくりに関する評価指標の策定を含め、自治体が居場所関連のエビデンスを積み上げるため

に必要なツールの開発を進める。 

○こどもの居場所づくりコーディネーター同士の情報共有の機会を設ける等、横展開を促進する。 

○災害時であっても全てのこども・若者が居場所を見つけることのできる環境づくりについて、具体的な施

策につながるよう取組を継続する。 

○若者世代の居場所づくりに関する検討を進める。 

○関連する分野との連携等について協議を進める。 

こども家庭審議会 児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 

◇第 124 回（2025.5.2） 

5 月 2日、こども家庭庁は、第 124 回こども家庭審議会 児童虐待等要保護事例の検証に関する専

門委員会を開催し、「こども虐待による死亡事例等の検証結果等について 第 21 次報告」について協

議が行われた（資料非公開）。

今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 

◇第 1回（2025.5.21） 

5 月 21 日、こども家庭庁は、第 1回今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会を開催した。

昨今、障害児入所施設の利用者像が多様化し、被虐待児や強度行動障害を有する児、医療的ケア児

等といったケアニーズの高い児童をはじめ、様々な状態像の児童が障害児入所施設を利用している現

状があるなか、社会的養護施策等との関係性も踏まえた障害児入所施設の役割の整理や支援の在り

方についての整理・検討が必要となっている。

こうした現状も踏まえ、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設の

現状や課題等を把握するとともに、社会的養護施策等との関係性も踏まえた役割等の整理、今後の障

害児入所施設の在り方に関する具体的な検討を行うため、本検討会が設置された。

主な検討事項案として、下記のとおり示された。

１．利用児童の状態像を踏まえ、障害児入所施設での暮らしについてどのような生活を目指すのか。 

２．利用児童の状態像に応じた施設類型の在り方について整理する。 

３．障害児入所施設を利用する児童の家族への支援についてどのように考えるか。 

４．障害児入所施設が果たすべき地域支援機能について整理する。 

５．障害児入所施設と社会的養護施策との役割についてどのように考えるか。 

６．その他 

今後、10 月頃に中間とりまとめを行い、今年度内に報告書をとりまとめる予定としている。
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＜法改正等＞ 

○孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画 改定（2025.5.27） 

5 月 27 日、第 3回孤独・孤立対策推進本部を開催し、「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るた

めの重点計画」の改定を決定した。 

石破総理は、次の事項を重点取組事項に盛り込み、対策を推進するとした。 

・ こどもや若者のための家庭や学校以外の多様な居場所づくり、居場所づくりから相談支援など切れ目

のない支援体制の構築、教育や福祉などの分野を横断した地域の「顔の見える関係」づくり 

・ 単身者の孤独・孤立や社会とのつながりを失い孤立死に至ることを予防する観点からの「居場所・つ 

ながりづくり」の取組 

主な内容は以下のとおり。 

8．地域福祉 
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石破総理大臣は「孤独・孤立の問題は、人生のあらゆる段階で誰にでも生じ得る問題であり、あらゆる政

策に孤独・孤立対策の視点を入れることが極めて重要である。地方公共団体やＮＰＯ等の皆さんと手を

携え、政府一丸となって対策に取り組んでいただきたい」と発言した。

＜会  議＞

孤独・孤立対策推進会議 

◇第 3回（2025.5.15） 

5 月 15 日、内閣府は第 3回孤独・孤立対策推進会議を開催した。

会議では、孤独・孤立対策重点計画の改定に向けてヒアリングおよび協議を行った。

◇第 2回（2025.2.7） 

2 月 7日、内閣府は第 2回孤独・孤立対策推進会議を開催した。

協議では、孤独・孤立対策関連予算について、本日は、関係府省庁から孤独・孤立対策に関する令和

7年度予算案及び令和 6年度補正予算について報告が行われた後、令和 6年 6月に策定した孤独・

孤立対策重点計画をふまえた今後の孤独・孤立対策の在り方について検討状況の報告が行われた。

孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議 

◇第 4回（2025.4.17） 

4 月 17 日、内閣府は第 4回孤独・孤立対策の在り方に関する有識者会議（座長：菊池馨実早稲田大

学法学学術院教授）を開催した。 

「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画」の見直しにあたっては有識者における審

議等を行うこととされており、協議が行われた。 

協議では、有識者意見（案）が示され、下記内容が整理された。 

〇特に重点を置いて取り組むべき事項について 

・重点計画の「特に重点を置いて取り組むべき事項」に掲げられる（１）地方公共団体及びＮＰＯ等へ



- 59 -

の支援、（２）孤独・孤立状態の予防を目指した取組強化、（３）重点計画に定める施策のエビデン

スに基づく評価・検証を通じた取組の推進について、引き続き取組を進めることが重要である。 等 

〇基本方針に関する各施策について 

・基本方針における「孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会」については、孤独・孤

立に至らないような社会形成や豊かな人間関係を日常から育むという視点が孤独・孤立状態の予

防の観点から重要であることを認識し、幼少期からの「共に生きる力」 を育む教育や制度の間で声

を上げることができない方々に対する教育と福祉の連携による支援を含め、予防の観点からの施策

を更に推進していくべきである。 等 

〇対策の推進に当たっての個別論点について 

・様々な悩みを抱えた複雑なケースが増加する中で、教育と福祉分野の連携、福祉と労働分野の

連携といった分野を超えた多様な機関による連携が重要になる。こうした中、現行の重点計画にも

掲げられているとおり、保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりに加え、専門

職の連携を含め、保健・医療・介護・福祉・教育等分野横断的な対応が求められる。 

 また、重層的支援体制整備事業を含む包括的な支援体制の整備など、特に孤独・孤立対策と密

接に関連する施策との連携を更に強化し、相乗効果を図っていくべきである。 

 その際、福祉分野を中心として行われている「個別支援」を超えたまちづくりの観点から、地域にお

ける様々な主体の連携を孤独・孤立対策の中で進めることが求められる。 

 施策間の連携に当たっては、孤独・孤立対策は「予防」の観点からの施策が重要であるといった対

策のイメージをより一層浸透させていくことや、基本方針の分類を超えて、複数の施策を組み合わ

せることで、全体として基本方針に掲げる目標が達成され得ることにも留意が必要である。 等

地域共生社会の在り方検討会議 

◇中間とりまとめ（2025.5.28） 

5 月 28 日、厚生労働省は地域共生の在り方検討会議中間とりまとめを公表した。

今後、中間とりまとめを踏まえ、社会保障審議会福祉部会等において制度改正も見据えたより具体的

な検討が行われる。

主な概要は以下のとおり。（一部抜粋） 

１．地域共生社会の更なる展開に向けた対応 

（１）地域共生社会の理念・概念の再整理・更なる展開に向けた連携・協働 

（２）包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業の今後の在り方 

2．身寄りのない高齢者等への対応 

（１）身寄りのない高齢者等の生活上の課題に関する相談窓口の在り方 

（２）身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方 

【対応の方向性】 

○身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の在り方については、以下につい

て対応を進めるべきである。 

・民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえて、日常生活自立支援事業を

拡充・発展させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関す

る日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供することができる

新たな事業とし、第二種社会福祉事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにす

る必要がある。 

・新たな事業については、現場や当事者の意見等も踏まえつつ、家族代わりと誤解されないよう、

地域の実情に応じた地域福祉との役割分担及び支援内容の専門性を考慮し、事業の守備範

囲を整理する必要がある。また、民間サービスとの関係性、日常生活自立支援事業よりも対象

者が広がることや制度の持続性の観点から体制面・費用面・運営監視面を考慮する必要があ

る。併せて、資力が少ない方については、その利用に関し、特別な配慮が必要である。 

（３）身寄りのない高齢者等を地域で支える体制（関係機関とのネットワーク構築等）の在り方 

3．成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実の

方向性 
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（１）新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方 

（２）「中核機関」に求められる新たな役割及びその位置づけ 

4．社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方 

地域共生社会の担い手としての役割や経営の協働化・大規模化等の在り方 

【対応の方向性】 

○以下のことを可能にするための法令上・運用上の措置を行うことを検討すべきである。 

・社会福祉法人による「地域における公益的な取組」を広げていくために、その目的や取組に関し

て、ポイントの周知や更なる明確化を行う必要がある。 

・社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進するため、社会福祉連携推進法人の事業要

件の緩和や事務負担の軽減を行う必要がある。 

・人口減少局面の地域において、単独の法人としてのサービス提供だけではなく、社会福祉法人

の人材・資産等のリソースをいかした連携・協働を推進する必要がある。 

5．社会福祉における災害への対応 

 災害時の被災者支援との連携の在り方 

【対応の方向性】 

○以下のことを可能にするための法令上・運用上の措置を行うことを検討すべきである。 

・包括的な支援体制の整備に当たっては、防災分野とも連携を図り、平時から発災後に連携が

必要となる関係者との連携体制の構築を自治体に促す必要がある。 

・DWAT の平時からの体制づくりや研修の実施、都道府県等と関係機関の連携等を図る必要が

ある。

◇第 10 回（2025.5.20） 

5 月 20 日、厚生労働省は第 10回地域共生の在り方検討会議（座長：宮本太郎中央大学法学部教

授）を開催した。今回は、中間とりまとめ（案）が示され、協議が行われた。

＜通知・公表＞ 

総務省：民生委員・児童委員による証明事務に関する調査<結果に基づく通知>（2025.3.28） 

3月28日、総務省は民生委員・児童委員による証明事務に関する調査の結果に基づく通知を行った。 

本調査は、民生委員の担い手確保が課題となる中、民生委員の活動の一つである証明事務が求めら

れる証明の内容や面識の有無によっては、民生委員及び住民の双方に負担となっているとの指摘がな

されていることをふまえ、調査したもの。 

調査の結果、事実婚の解消など事実把握が困難なことを証明することに不安を感じるなど、証明事務

に係る負担等の実態が明らかになった。 

また、国の法令・通知等に基づく証明事務について、他の公的書類等で事実確認が可能であるにもか

かわらず民生委員により証明が行われた事例や、公的書類等では事実確認できない場合にのみ民生

委員による証明を求めるとする運用が徹底されていないなどの事例がみられた。 

さらに、地方公共団体独自の規定等に基づく証明事務については、規定等を見直し、業務システムなど

行政情報の連携や公的書類等で、民生委員による証明を求めずとも事実関係を確認している地方公

共団体がみられた。 

調査結果をふまえ、総務省は今回調査対象とした行政手続を所管するこども家庭庁、法務省及び厚生

労働省に対し、証明事務の廃止や運用の見直しなど必要な措置を講ずることを要請した。また、地方公

共団体による見直しの参考とするため、民生委員による証明を求めずとも事実関係を確認している事例

等を情報提供することとしている。 

調査結果の概要は以下のとおり。 
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内閣府：人々のつながりに関する基礎調査（2025.4.25） 

4 月 25 日、内閣府は孤独・孤立の実態把握に関する全国調査として、「人々のつながりに関する基礎

調査」の結果を公表した。 

顕在化・深刻化している孤独・孤立の問題に政府として対応するため、令和 3年 2月より、孤独・孤立

対策担当大臣が司令塔となり、政府一体となって孤独・孤立対策を推進している。本調査は、施策の推

進にあたり、孤独・孤立の実態を正確に把握するために実施するもの。 

主な結果は以下のとおり。 

○約 4割が「孤独感がある」と回答した。令和５年と比較すると、大きな差異はみられない。 

○孤独感を年齢階級別にみると、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合は、20 歳代及

び 30歳代で高い 

○男女・年齢階級別にみると、男性では 20歳代、30 歳代、50 歳代及び 60歳代、女性では２0歳代

及び 30歳代で高い 
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＜法改正等＞ 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等 

の一部を改正する法律（労働政策総合推進法）成立 

6 月 4日、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律等の一部を改正する法律が参議院で可決・成立した。

本改正法は、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性

活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を

講じるもの。

カスタマーハラスメントや求職者に対するハラスメントの防止策を企業に義務付けることや、男女間賃

金差異及び女性管理職比率の情報公表を常時雇用する労働者の数が 101 人以上の企業に義務

付けることなどが盛り込まれている。 

主な内容は以下のとおり。

＜会   議＞ 

社会保障審議会 福祉部会・福祉人材確保専門委員会

◇第 2回（2025.6.9） 

6 月 9日、厚生労働省は第 2回福祉人材確保専門委員会 （委員長：松原由美 早稲田大学人間

科学学術院教授）を開催した。

前回の中間とりまとめを踏まえた論点について、各関係者 (日本医師会、全国老人保健施設協会、

日本介護福祉士会、日本介護福祉士養成施設協会、全国福祉高等学校長会、日本ソーシャル

9．人材確保等 
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ワーク教育学校連盟、日本社会福祉士会)にヒアリングを行った。

◇第 1回（2025.5.9） 

5 月 9日、厚生労働省は第１回福祉人材確保専門委員会 （委員長：松原由美 早稲田大学人間

科学学術院教授）を開催した。 

本委員会は高齢者の増加と生産年齢人口の減少が進む中、将来にわたって必要な介護サービスを

安心して受けられるよう、介護人材の確保・定着に向けてより一層取組を強化するため、関係者による

専門的観点から検討を進める目的として設置された。 

第 1回は「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」の中間とりまとめをふまえ、下記論

点で協議が行われた。

〇高齢化が進み、生産年齢人口が減少していく中で、今後の介護人材確保策として、特に力を入れ

ていくべき点や現在対応が足りていない点はどういった点か。具体的には、以下の点についてどう考

えるか。

 ・高齢化や人口減少のスピードに地域によって差がある中、各地域における人材確保の取組をどの

ように進めていくべきか。具体的には、地域の状況を踏まえた課題の発見・分析・共有をどのように

行っていくべきか。 

その際、都道府県をはじめとした地方公共団体の役割、ハローワーク・福祉人材センターなどの公

的機関の役割、介護福祉士養成施設の役割、地域の職能団体や事業者などの役割、それぞれの

主体の連携について、どのように考えるか。 

 ・若者・高齢者・未経験者などの多様な人材をどのように確保していくか。多様な人材とのマッチング

を図るための介護事業所の業務の整理・切り出し等について、どのように進めていくか。 

 ・介護福祉士をはじめとして、介護現場において中核的な役割を担う中核的介護人材について、ど

のように確保していくべきか。具体的には、介護福祉士養成施設における教育のあり方、介護福祉

士の資格取得のあり方、山脈型をはじめとする介護人材のキャリアアップのあり方についてどのよう

に考えるか。また、潜在介護福祉士の活用についてどのように考えるか。・外国人介護人材の確

保・定着に向けてどのような対策をとっていくべきか。具体的には、小規模な法人等 

 ・外国人介護人材の確保・定着に向けてどのような対策をとっていくべきか。具体的には、小規模な

法人等でも受入を可能とするための都道府県をはじめとした地方公共団体の役割、日本語支援の

あり方をどのように考えるか。 

今後、介護人材確保に関するヒアリング・議論をふまえ、秋ごろに取りまとめを行い、福祉部会に報告

する予定。 

労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会 

◇第 21回（2025.5.21） 

5 月 21 日、厚生労働省は第 20回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、同一労働同一賃金の施行５年後見直しについて下記論点で協議が行われた。

①労使の取組促進 

 １．均等・均衡待遇 

  （論点）法第８条（均衡待遇）及び法第９条（均等待遇）の規定について、施行後の状況を踏まえ、

どのように考えるか。 

⇒同一労働同一賃金ガイドラインの更なる明確化（別途議論） 

⇒上記のほか、均等・均衡待遇規定を更に実効性のあるものとするために、 どのような方策が

考えられるか。 
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 2．労働者に対する待遇に関する説明義務 

   （論点）パートタイム・有期雇用労働者の待遇に係る納得性を向上させる趣旨で設けられた説明義

務（法第 14 条）について、説明を求めたことがある労働者の割合が低い一方で、説明や

書面交付があった場合の方が現在の勤め先や仕事への満足度が高い等の調査結果が見

られるが、このことについて、どのように考えるか。 

⇒説明義務や労働条件明示（法第６条）等の改善について、どのような方策が考えられるか。 

 3．その他の労使の取組促進のための方策 

（１）公正な評価 

（論点）均等・均衡待遇や、法第 10 条の賃金に係る努力義務（事業主は、パートタイム・有期雇

用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する

事項を勘案し、賃金を決定するよう努めるものとする）の履行の前提になると考えられる公

正な評価の促進や、促進に当たっての課題について、どのように考えるか。 

 ⇒「パートタイム・有期雇用労働者の人事・賃金制度を正社員の人事制度構築に接合させる

   ことを政策的に促すこと」や「その際、法第 10 条で賃金に関する事業主の努力義務が 

   規定されていることが積極的に生かされるべき」という意見について、どのように考えるか。 

（２）パートタイム・有期雇用労働者の意見の反映 

（論点）パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善に当たって、パートタイム・有期雇用労働者の意

見をより反映させるための方策について、どのように考えるか。 

(参考) 法第７条において、事業主は、就業規則の作成・変更時に短時間・有期雇用労働者の過

半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう努めることとされている。また、同一労働

同一賃金ガイドラインや雇用管理指針（「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用

労働者の雇用管理の改善等に関する措置についての指針」（平成 19 年厚生労働省告

示第 326 号））にも、短時間・有期雇用労働者を含む関係労使の話合いを促す記載があ

る。 

（３）情報公表の促進 

（論点）パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善に向けては、企業が自社の取組を自社ＨＰ等に

おいて情報公表をする例がみられる。こうした情報公表などの企業の取組を促進することに

ついて、どのように考えるか。促進するとした場合、どのような情報を公表することが考えられ

るか。 

②行政による履行確保 

  （論点）現在、都道府県労働局と労働基準監督署の連携による同一労働同一賃金の遵守の徹底

         の取組を行っている。こうした取組を含め、都道府県労働局による報告徴収や行政ＡＤＲ、

         事業主に対する支援など、行政による法の履行確保を更に実効性のあるものとするため、

         どのような方策が考えられるか。 

◇第 20回（2025.4.22） 

4 月 22 日、厚生労働省は第 20回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、労使関係団体等からのヒアリング③を行った（資料は非公開）。

◇第 19回（2025.4.15） 

4 月 15 日、厚生労働省は第 18回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 

同一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉

教授）を開催し、労使関係団体等からのヒアリング②を行った（資料は非公開）。
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特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 

◇第 3回（2025.5.20） 

5 月 20 日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。

会議では、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針並びに特定技能制度の既存の分野別運用

方針に係る閣議決定の報告と、閣議決定内容に基づき、分野別運用方針案が示され、協議が行わ

れた。 

分野別方針案の記載事項について下記のとおり示された。 

また、分野別運用方針の閣議決定に向けた今後のスケジュールについて、下記の４段階に分けて、

有識者会議を開催することが示された。 

①令和７年度の分野別運用方針の作成に向けて作業を開始する両制度の対象分野・業務の説明、

専門家会議で議論いただく技能評価試験の説明 

②重要論点（両制度の上乗せ要件、育成就労の転籍制限期間等）の議論 

③分野別運用方針案（受入れ見込数を含む）の議論 

④分野別運用方針案に対する有識者会議意見のとりまとめ 

上記有識者会議等をふまえ、令和 7年内もしくは必要に応じて令和 8年度中に閣議決定する予定と

している。 

また、特定技能制度及び育成就労制度における外国人受入れの対象分野について、介護分野を含

む対象分野案が示され、協議が行われた。 
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◇第 2回（2025.2.17） 

2 月 17 日、出入国在留管理庁は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用

方針に関する有識者会議」を開催した。

今回は、前回の協議をふまえた修正案が示され、協議が行われた。
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厚生労働省通知 介護福祉士国家試験におけるパート合格（合格パートの受験免除）の導入について 

5 月 27 日、厚生労働省は通知「介護福祉士国家試験におけるパート合格（合格パートの受験免除）

の導入について」を発出した。

本通知は、介護福祉士国家試験受験のための学習への取り組み易さ、受験者の利便性の両側面か

ら受験しやすい仕組みの導入のため、介護福祉士国家試験をいくつかの科目のグループに分け、一

定の合格水準に達したパートについて、翌々年までの試験において当該パートの受験を免除するパー

ト合格を導入するというもの。 

パート合格（合格パートの受験免除）の導入により、例えば、初年度に不合格パートがあった者につい

て、次年度は不合格パートの学習に注力できるようになるなど、一人ひとりの状況に応じた学習の選択

肢が拡大され、より国家試験を受験しやすい仕組みとなると考えられる。

主な内容は以下のとおり。
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2025 年春闘 回答集計結果 

◇第 6回（2025.6.2） 

6 月 2日、連合は 2025 年春季生活闘争の第 6回回答集計結果を公表した。 

主な結果は以下のとおり。

平均賃金方式で回答を引き出した 4,863 組合の加重平均（規模計）は 16,399 円 

・5.26％と、昨年同時期を上回った（昨年同時期比 1,163 円増・0.18 ポイント増）。 

300 人未満の中小組合（3,412 組合）は、12,453 円・4.70％で、昨年同時期を上回って

いる。（同 1,092 円増・0.25 ポイント増） 

賃上げ分が明確にわかる 3,339 組合の賃上げ分（規模計）は 11,763 円・3.71％ 

（同 1,115 円増・0.17 ポイント増）であった。中小組合（2,071 組合）の賃上げ 

分は、9,511 円・3.51％（同 1,220 円増・0.35 ポイント増）となった。賃上げ分が 

明確にわかる組合の集計を開始した 2015 闘争以降の最終集計結果と比べ、額・率と

もに最も高い。 

◇第 5回（2025.5.8） 

5 月 8日、連合は 2025 年春季生活闘争の第 5回回答集計結果を公表した。 

主な結果は以下のとおり。

平均賃金方式で回答を引き出した 3,809 組合の加重平均（規模計）は 16,749 円 

・5.32％と、昨年同時期を上回った（昨年同時期比 1,133 円増・0.15 ポイント増）。 

300 人未満の中小組合（2,520 組合）は、13,097 円・4.93％で、昨年同時期を 

上回っている。（同 1,208 円増・0.27 ポイント増） 

賃上げ分が明確にわかる 2,859 組合の賃上げ分（規模計）は 11,937 円・3.75％ 

（同 1,159 円増・0.18 ポイント増）であった。中小組合（1,701 組合）の賃上げ 

分は、9,769 円・3.61％（同 1,308 円増・0.39 ポイント増）となった。賃上げ分が 

明確にわかる組合の集計を開始した 2015 闘争以降の最終集計結果と比べ、額・率と

もに最も高い。 

◇第 4回（2025.4.17） 

4 月 17 日、連合は 2025 年春季生活闘争の第 4回回答集計結果を公表した。 

主な結果は以下のとおり。
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平均賃金方式で回答を引き出した 3,115 組合の加重平均（規模計）は 17,015 円 

・5.37％と、昨年同時期を上回った（昨年同時期比 1,228 円増・0.17 ポイント増）。 

300 人未満の中小組合（1,958 組合）は、13,283 円・4.97％で、昨年同時期を 

上回っている。（同 1,113 円増・0.22 ポイント増） 

賃上げ分が明確にわかる 2,447 組合の賃上げ分（規模計）は 12,065 円・3.79％ 

（同 1,238 円増・0.22 ポイント増）であった。中小組合（1,400 組合）の賃上げ 

分は、9,868 円・3.62％（同 1,194 円増・0.32 ポイント増）となった。 

全体も中小組合も、賃上げ分が明確にわかる組合の集計を開始した 2015 闘争以降の 

最終集計結果と比べ、額・率ともに最も高い。 
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＜法改正等＞ 

＜法改正等＞ 

災害対策基本法等の一部を改正する法律成立（2025.5.28） 

5 月 28 日に災害救助法、災害対策基本法の改正案が参議院本会議で可決、成立した。 

可決に当たっては、附帯決議が付された。 

今回の改正は、令和 6年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支

援体制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連携、防災 DX・備

蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等を図るもの。

特に、高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助

の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、福祉関係者との連携を強化する。また、災害対策基本法に

おいて「福祉サービスの提供」を明記する。

また、避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片付け等の被災者援護に協力する NPO・ボランティ

ア団体等について、国の登録制度を創設する。

10．災害対策 
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＜会   議＞ 

防災庁設置準備アドバイザー会議 

◇第 8回（2025.6.3） 

6 月 3日、内閣官房は第 8回防災庁設置準備アドバイザー会議を開催し、報告書を取りまとめた。

報告書では、防災庁において特に強化すべき取組を「防災の基本政策・国家戦略の立案機能と司令

塔機能の強化」とし、「防災の基本政策・国家戦略の立案」「徹底した事前防災の司令塔」「発災時から

復旧・復興までの災害対応の司令塔」の 3 つの柱について整理している。

また、主な取組事項として下記 7点を整理している。

○迅速な被災者支援の実現 

○デジタル防災技術の徹底活用（防災 DX） 

○行動変容に向けた防災教育・普及啓発 

○産官学民連携体制の強化 

○災害対応標準化・人材育成 

○防災技術の研究開発 

○国際展開 
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◇第 7回（2025.5.21） 

6 月 3日、内閣官房は第 7回防災庁設置準備アドバイザー会議を開催した。

今回は、前回の協議をふまえとりまとめ骨子案について協議が行われた。

◇第 6回（2025.5.12） 

5 月 12 日、内閣官房は第 6回防災庁設置準備アドバイザー会議を開催した。

今回は、これまでの議論の振り返りおよびとりまとめ骨子案について協議が行われた。

とりまとめ骨子案では、下記のとおり示された。

◇第 5回（2025.4.14） 

4 月 14 日、内閣官房は第 4回防災庁設置準備アドバイザー会議を開催した。

今回は、事前防災、防災体制の在り方について協議が行われ、論点として下記のとおり示された。 

〇事前防災の推進において防災庁が発揮すべき司令塔機能の在り方 

 ・被害想定を踏まえた対策計画の立案、対策の推進・進捗管理、不足する対策への対応 

 ・関係省庁、地方自治体、民間企業、メディア、研究機関、NPO を含む民間支援団体などあらゆる関

係者の総力を結集するための体制整備 

〇発災後の災害対応において防災庁が発揮すべき司令塔機能の在り方 

 ・災害応急対策における限られた支援リソースの最大活用 

 ・被災地の迅速な復旧・復興のための支援体制の構築 等 

国土強靭化推進本部 

◇第 23回（2025.6.6） 

6 月 6日、政府は第 23 回国土強靭化推進本部を開催し、第１次国土強靱化実施中期計画（案）及

び国土強靱化年次計画２０２５を決定した。

その後、同日第１次国土強靱化実施中期計画が閣議決定された。

主な概要は以下のとおり。
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石破総理は、「南海トラフ地震が 30年以内の発生する確率等に鑑み、おおむね 20年から 30 年程度

を一つの目安として、ハード・ソフトの施策を効果的に組み合わせ、着実に取組を進めてまいります。特

に災害情報や資機材等の充実、避難所・ボランティアの環境整備などについては、5年間の本計画期

間の中でも、できるだけ早期に完了させることとする。この実施中期計画を踏まえ、国土強靱化の着実

な推進に向け、関係府省庁が一丸となって強力に取組を進めてもらいたい」と発言した。

◇第 22回（2025.4.1） 

4 月 1日、政府は第 22 回国土強靭化推進本部を開催し、国土強靱化実施中期計画の素案につい

て協議を行った。

本中期計画は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画を、新たに法定計画

として定めるもの。令和 7年 1月の総理施政方針演説において、「令和 8年度からの『実施中期計画』

については、施策の評価や資材価格の高騰等を勘案し概ね 15兆円程度の事業規模で実施中の 5か

年加速化対策を上回る水準が適切との考えに立ち、本年 6月を目途に策定する」との方針等をふま

え、施策内容・KPl の精査を進め、6月を目途に策定するとしている。

計画期間は、令和 8年度から 12 年度までの 5年間としており、「災害外力・耐力の変化への対応」

「人口減少等の社会状況の変化への対応」「幅広い人材活用や革新的な技術の活用といった事業実

施環境の変化への対応」の 3 つの変化に対応していく必要があるとしている。

事務局から素案について説明の後、石破総理大臣からは、「南海トラフ地震が 30年以内に発生する

確率、８割等に鑑み、概ね 20年から 30 年程度を一つの目安として、ハード・ソフトの施策を効果的に

組み合わせ、着実に取組を進めてまいる。特に、災害情報や資機材等の充実、避難所・ボランティアの

環境整備などについては、本計画期間 5年の中でも、できる限り早期に完了させることとする。この素案

をベースとして、施策の内容や目標を精査し、6月を目途とする計画決定に向けた調整を進めていただ

きたい」との発言があった。

防災立国推進閣僚会議及び令和 6年能登半島地震復旧・復興支援本部 

◇第 2回（2025.6.6） 

6 月 6日、政府は第 2回防災立国推進閣僚会議を令和 6年能登半島地震復旧・復興支援本部（第

13回）と合同で開催し、能登半島地震からの復旧・復興に向けた取組及び防災対策強化の取組につ

いて協議を行った。

石破総理は「今国会では、能登半島地震の教訓も踏まえ、被災者支援の充実、国の応急対応体制の

強化、インフラの事前防災と復旧の推進等のための、『災害対策基本法等の一部を改正する法律案』

をはじめとする９本の法律案を、内閣として提出した。その全てが無事に可決されており、今後、これらの

改正法の着実な運用に向けて、万全の対応をお願いしたい。」

「人命・人権最優先の『防災立国』の実現に向け、政府全体の司令塔となるのが、『防災庁』である。

本日の会議では、内閣直下の組織とし、必要な勧告権を与えること、十分な人員・予算を確保するこ

と、プロパー職員の採用・養成等により、防災のエキスパートを確保・養成することなど、防災庁の『基本

的な方向性』を確認した。この方向性に基づき、来年の通常国会に関連法案を提出するべく、準備を

加速していただきたい。また、防災庁の地方拠点についても、地域の支援強化や、大規模災害時の業

務継続性の観点を踏まえ、検討を加速していただきたい。」と発言した。
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＜会議等＞ 

就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議 

◇第 2回（2025.6.3） 

6 月 3日、第 2回関係閣僚会議が開催された。会議では、就職氷河期世代に対する支援の方向性を

示した「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組み」を決定した。 

就職氷河期世代が高齢期を迎えるに当たり、将来の生活の安定に備えておくことも重要な課題とし、こ

れまで推進してきた「（１）就労・処遇改善に向けた支援」、「（２）社会参加に向けた段階的支援」に、

「（３）高齢期を見据えた支援」を追加し、３本柱で諸施策に取り組む。 

「（３）高齢期を見据えた支援」では、①家計改善・資産形成の支援、②希望に応じた就業機会の確保、

③高齢期の所得保障、④住宅確保の支援を行う。 

支援プログラムの実施期間は、当面３年間程度（2028 年度まで）の集中的な取組とすることを想定。２

０２５年度内を目途に取りまとめられる。 

今後、本枠組みをふまえ令和 8年度概算要求に組み込むこととしている。その後、令和 8年初めに第

3回会議を開催し、ＫＰＩを含む、新たな就職氷河期世代等支援プログラムを決定することとしている。 

◇第 1回（2025.4.25） 

4 月 25 日、第１回就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議が開催された。会議では、就職氷

河期世代等の支援について議論が行われた。 

11．その他 
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石破総理は、「就労・処遇改善に向けた支援」「社会参加に向けた段階的支援」「高齢期を見据えた支

援」を３本柱とし、関連施策の充実・強化を図るよう指示。6月に具体策を取りまとめ、『骨太方針２０２

５』に反映させることとしている。 

内閣府は、政府は、2019 年から就職氷河期世代支援プログラムに基づき、就職氷河期世代の処遇改

善や正規雇用者の増加に向けて様々な取組を実施。2024 年までの 5年間で、正規雇用は 11万人

の増加、役員は 20万人の増加となり、合計で 31万人の処遇改善が実現。一方で、就職氷河期世代

の不本意非正規雇用は、現在も 35 万人存在し、家族の介護を行う有業者が、10 年前の同年代と比

較して 25 万人増加、無業者も 3万人増加していることを報告。 



- 80 -

＜通知・公表＞

令和 6年(2024)人口動態統計月報年計(概数）の公表（2025.6.4） 

6 月 4日、厚生労働省は令和 6年(2024)人口動態統計月報年計(概数）を公表した。 

人口動態調査は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行

政施策の基礎資料を得ることを目的としている。（調査結果は、昨年一年間に日本において発生した日

本人の事象を集計。） 

主な結果は以下のとおり。 

○出生数は、686,061 人で過去最少（9年連続減少）（対前年 41,227 人減少） 

○合計特殊出生率は、1.15 で過去最低（９年連続低下）（同 0.05 ポイント低下） 

○死亡数は、1,605,298 人で過去最多（４年連続増加）（同 29,282 人増加） 

○自然増減数は、△919,237 人で過去最大の減少（18 年連続減少）（同 70,509 人減少） 

○死産数は、15,322 胎で減少（同 212 胎減少） 

○婚姻件数は、485,063 組で増加（同 10,322 組増加） 

○離婚件数は、185,895 組で増加（同 2,081 組増加） 

令和 6年 労働災害発生状況の公表（2025.5.30） 

5 月 30 日、厚生労働省は令和 6年 労働災害発生状況の結果を公表した。

全体としては、死亡者数は 746 人と、過去最少となった。一方、死傷者数は 135,718 人となり、4 年

連続で増加となった。 

死傷災害は、第三次産業の占める割合が年々増加し、令和６年では 52％を占めている。特に社会福

祉施設の増加が著しい。
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政策委員会構成組織一覧 

都道府県・指定都市社会福祉協議会 

市区町村社会福祉協議会〈地域福祉推進委員会〉 

全国民生委員児童委員連合会 

全国社会就労センター協議会 

全国身体障害者施設協議会 

全国保育協議会 

全国保育士会 

全国児童養護施設協議会 

全国乳児福祉協議会 

全国母子生活支援施設協議会 

全国福祉医療施設協議会 

全国救護施設協議会 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

全国ホームヘルパー協議会 

日本福祉施設士会 

全国社会福祉法人経営者協議会 

障害関係団体連絡協議会 

全国厚生事業団体連絡協議会 

高齢者保健福祉団体連絡協議会 

全国老人クラブ連合会 
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